
  

 霧島市 市県民税簡易申告書（令和７年度課税用） 

 
 

 
下下記記ののととおおりり申申告告ししまますす。。    

ななおお、、給給与与収収入入がが9988万万円円、、事事業業ななどどのの所所得得がが4433万万円円をを超超ええるる場場合合、、ここのの申申告告書書はは無無効効ととななりり、、  

返返送送さされれるるここととにに同同意意ししまますす。。  

  

  

令令和和        年年        月月        日日  

  
署署名名                                                                   電電話話番番号号                                                  

 （（必必ずずごご記記入入くくだだささいい））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面の注意事項を必ずご覧ください。 
以下処理欄につき記入不要                                   

受付印  税務LAN Acrocity  宛名番号 

    
0          

 

  

 

 

                  

 
 

氏名  生年月日 （T・S・H・R）   年   月   日 

住所 霧島市 

令和７年１月１日現在の住所 
（現住所と異なる場合に記入） 

 

昨年一年間の収入の状況について、当てはまるものに〇をし、記入してください。 

  

（   ） 収入はありませんでした。 
 

（   ） 障害年金、遺族年金、恩給、失業給付等の非課税の収入がありました。 

（   ） パート、アルバイトの給与収入がありました。 
 勤務先等名                        年間総支給額           
  

                                         円 
                                              ※※総総支支給給額額がが9988万万円円をを超超ええるる場場合合、、ここのの申申告告書書はは使使用用ででききまませせんん。。  

（   ） 事業収入・不動産収入・その他の収入がありました。 

 

 （ 営業 ・ 農業 ・ 不動産 ・ その他 ） 

 

収収入入金金額額    

－－  

必必要要経経費費額額    

＝＝  

所所得得  

  

円円  

  

円円  

  

円円  

  

                                              ※※所所得得がが4433万万円円をを超超ええるる場場合合、、ここのの申申告告書書はは使使用用ででききまませせんん。。  



 
＜注意事項＞ 

この申告書は、霧島市税条例第３６条の２第２項の規定に基づく簡易申告書です。 
        昨年の所得が43万円（基礎控除額）以下の⽅等が使⽤できます。 
 

（使⽤できる⽅の例） 
・給与収⼊のみで98万円以下の⽅（年末調整をされた⽅は提出の必要はありません） 
・事業所得、不動産所得等が43万円以下で、他の収⼊がない⽅ 
・無収⼊の⽅ 
・障害年⾦、遺族年⾦、恩給、失業給付等の⾮課税収⼊のみの⽅ 

 ※障害年⾦等以外に給与収⼊等がある場合も、上記の額の範囲内であれば使⽤できます。 
 

 
 

 
◎記⼊上の注意  

署署名名欄欄はは必必ずず⼿⼿書書ききししててくくだだささいい。。  
 
◎申告書の提出⽅法 

 ・窓⼝ 
本庁舎：税務課市⺠税グループ 各総合⽀所：地域振興課 

 
 ・郵送  

〒８９９−４３９４ 霧島市国分中央三丁⽬４５番１号 
霧島市役所 税務課 市⺠税グループ宛 

 
 ・ファックス 0995-64-0931 （送付状等は不要です） 
 
 ・メール shinkoku@city-kirishima.jp 

＜メール提出時の注意事項＞ 
〇 本⽂に住所・⽒名・電話番号を記⼊して送付してください。 
〇 印刷した申告書に署名し、⽤紙全体が⼊るように撮影した画像を添付してください。 
〇 添付する画像は、記載内容が鮮明に⾒えるようにしてください。 
〇 記載内容が判別できない場合は、申告が無効になることがありますので、ご注意ください。 

 
◎提出期限 
 令令和和７７年年３３⽉⽉１１７７⽇⽇ままででにに提提出出ししててくくだだささいい。。  
 

※基礎控除以外の控除（社社会会保保険険料料控控除除、、⽣⽣命命保保険険料料控控除除、、医医療療費費控控除除、、そそのの他他のの控控除除））をを受受
けけたたいい場場合合はは、ここのの申申告告書書はは使使ええまませせんん。。確定申告または市県⺠税申告が必要です。 

 
＜注意事項＞ 

この申告書は、霧島市税条例第３６条の２第２項の規定に基づく簡易申告書です。 
        昨年の所得が43万円（基礎控除額）以下の⽅等が使⽤できます。 
 

（使⽤できる⽅の例） 
・給与収⼊のみで98万円以下の⽅（年末調整をされた⽅は提出の必要はありません） 
・事業所得、不動産所得等が43万円以下で、他の収⼊がない⽅ 
・無収⼊の⽅ 
・障害年⾦、遺族年⾦、恩給、失業給付等の⾮課税収⼊のみの⽅ 

 ※障害年⾦等以外に給与収⼊等がある場合も、上記の額の範囲内であれば使⽤できます。 
 

 
 

 
◎記⼊上の注意  

署署名名欄欄はは必必ずず⼿⼿書書ききししててくくだだささいい。。  
 
◎申告書の提出⽅法 

 ・窓⼝ 
本庁舎：税務課市⺠税グループ 各総合⽀所：地域振興課 

 
 ・郵送  

〒８９９−４３９４ 霧島市国分中央三丁⽬４５番１号 
霧島市役所 税務課 市⺠税グループ宛 

 
 ・ファックス 0995-64-0931 （送付状等は不要です） 
 
 ・メール shinkoku@city-kirishima.jp 

＜メール提出時の注意事項＞ 
〇 本⽂に住所・⽒名・電話番号を記⼊して送付してください。 
〇 印刷した申告書に署名し、⽤紙全体が⼊るように撮影した画像を添付してください。 
〇 添付する画像は、記載内容が鮮明に⾒えるようにしてください。 
〇 記載内容が判別できない場合は、申告が無効になることがありますので、ご注意ください。 

 
◎提出期限 
 令令和和７７年年３３⽉⽉１１７７⽇⽇ままででにに提提出出ししててくくだだささいい。。  
 

※基礎控除以外の控除（社社会会保保険険料料控控除除、、⽣⽣命命保保険険料料控控除除、、医医療療費費控控除除、、そそのの他他のの控控除除））をを受受
けけたたいい場場合合はは、ここのの申申告告書書はは使使ええまませせんん。。確定申告または市県⺠税申告が必要です。 

〒899-4394


